
森林整備保全事業ＩＣＴ活用工事試行要領 

 

令和５年３月１３日  

環境森林部自然環境課  

 

（趣旨） 

第１ 本要領は、宮崎県環境森林部が発注する森林整備保全事業の建設工事において、ＩＣ

Ｔ（注１）施工技術を活用する工事（以下｢ＩＣＴ活用工事｣という。）を試行するにあ

たり、必要な事項を定めたものである。 

 

（ＩＣＴ活用工事の概要） 

第２ ＩＣＴ活用工事とは、施工プロセスの各段階において、以下に示す（１）から（５）の

ＩＣＴ施工技術を活用する工事である。 

（１）３次元起工測量 

（２）３次元設計データ作成 

（３）ＩＣＴ建設機械による施工 

（４）３次元出来形管理等の施工管理 

（５）３次元データの納品 

※（１）から（５）の部分活用を行う場合は、当該工事における効果等を踏まえ、活用

するＩＣＴ施工技術を選定すること。ただし、その場合においても（２）、（４）及

び（５）は必須とする。 

 

（実施の内容） 

第３ ＩＣＴ活用工事の各段階における具体的な内容は次のとおりとする。 

１ ３次元起工測量 

起工測量において、次に掲げる計測技術から選択（複数可）して３次元測量データを取

得するための測量を行う。 

（１）空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量 

（２）地上型レーザースキャナーを用いた起工測量 

（３）ＴＳ（注２）等光波方式を用いた起工測量 

（４）ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた起工測量 

（５）ＲＴＫ－ＧＮＳＳ（注３）を用いた起工測量 

（６）無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 

（７）地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 

（８）その他の３次元計測技術を用いた起工測量 

２ ３次元設計データ作成 

発注図書及び１で得られた３次元起工測量データを用いて、施工及び３次元出来形管理

を行うための３次元設計データを作成するものとし、発注者が貸与する３次元データを活

用する場合も、ＩＣＴ活用工事とする。 

なお、治山ダム工における３次元設計データ作成は、ＩＣＴ活用工事（土工）等と合わ

せて行うが、ＩＣＴ活用工事（治山ダム工事）の施工管理においては、３次元設計データ



（ＴＩＮ）形式での作成は必須としない。 

 ３ ＩＣＴ建設機械による施工 

   ２で得られた３次元設計データを用いて、３次元マシンコントロール技術（注４）又は

３次元マシンガイダンス技術（注５）を搭載した建設機械により施工を実施する。位置・

標高をリアルタイムに取得するに当たっては、国土地理院の電子基準点のほか、国土地理

院に登録された民間等電子基準点を活用することができる。 

   なお、位置情報サービス事業者が提供する位置情報サービスの利用においては、当該サ

ービスが国家座標に準拠し、かつ、作業規程の準則（令和５年３月３１日国土交通省告示

第２５０号）付録１測量機器検定基準２－６の性能における検定基準を満たすこと。 

ただし、施工現場の環境条件により、ＩＣＴ建設機械による施工が困難又は非効率とな

る場合は、従来型建設機械による施工を実施してもよいものとし、その場合もＩＣＴ活用

工事とするが、丁張設置等には積極的に３次元設計データ等を活用するものとする。 

 ４ ３次元出来形管理等の施工管理 

   ３により施工された工事目的物について、３次元出来形管理及び品質管理の施工管理を

実施する。 

  ＜出来形管理＞ 

   次に掲げる計測技術から選択（複数可）して、出来形管理を行う。 

（１）空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理 

（２）地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理 

（３）ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理 

（４）ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理 

（５）ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた出来形管理 

（６）無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 

（７）地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 

（８）施工履歴データを用いた出来形管理 

（９）地上写真測量を用いた出来形管理（土工） 

（10）モバイル端末を用いた出来形管理（土工） 

（11）その他の３次元計測技術を用いた出来形管理 

  ＜品質管理＞ 

受注者は、治山・海岸・林道土工の品質管理（締固め度）について、「ＴＳ・ＧＮＳＳ

を用いた盛土の締固め管理要領」により実施する。砂置換法又はＲＩ計法との併用による

二重管理は実施しないものとする。 

なお、本施工着手前及び盛土材料の土質が変わるごと、また、路体と路床のように品質

管理基準が異なる場合に試験施工を行い、本施工で採用する締固め回数を設定すること。 

土質が頻繁に変わりその都度試験施工を行うことが非効率である等、施工規定による

管理そのものがなじまない場合は、監督員と協議の上、ＴＳ・ＧＮＳＳを用いた締固め回

数管理を適用しなくてもよいものとし、その場合もＩＣＴ活用工事とする。 

５ ３次元データの納品 

４による３次元施工管理のデータを、工事完成図書として電子納品する。 

 

 



 （対象工事・工種） 

第４ 本要領に基づき実施するＩＣＴ活用工事は、次の工種を含む工事とする。 

 １ 土工（1,000ｍ3未満及び小規模土工を含む） 

  （１）治山土工、海岸土工 

     掘削工、盛土工、法面整形工 

  （２）林道土工 

     掘削工、路体盛土工、路床盛土工、法面整形工 

 ２ 舗装工 

      舗装工、付帯道路工 

   アスファルト舗装工、コンクリート舗装工、コンクリート路面工 

 ３ 作業土工（床掘）（小規模土工を含む） 

ＩＣＴ活用工事として行う土工の関連施工工種として実施するものに限る。また、第２

の適用については、（４）３次元出来形管理等の施工管理及び（５）３次元データの納品

以外のものを対象とする。 

 ４ 付帯構造物設置工 

ＩＣＴ活用工事として行う土工又は舗装工の関連施工工種として実施するものに限る。 

また、第２の適用については、（３）ＩＣＴ建設機械による施工以外のものを対象とす

る。 

（１）コンクリートブロック工（コンクリートブロック積、コンクリートブロック張、連

節ブロック張、天端保護ブロック）、緑化ブロック工、石積（張）工、海岸コンク

リートブロック工 

（２）側溝工（プレキャストＵ型側溝、Ｌ型側溝、自由勾配側溝）、管渠工、暗渠工 

（３）縁石工（縁石・アスカーブ） 

（４）基礎工（堤防・護岸）（現場打基礎、プレキャスト基礎） 

（５）コンクリート被覆工 

（６）付属物設置工（堤防・護岸） 

 ５ 法面工 

   第２の適用については、（３）ＩＣＴ建設機械による施工以外のものを対象とする。 

（１）植生工（種子散布、張芝、筋芝、市松芝、植生シート、植生マット、植生筋、人

工張芝、植生穴、植生基材吹付、客土吹付） 

（２）吹付工（コンクリート吹付、モルタル吹付） 

（３）吹付法枠工 

（４）落石雪害防止工 

 

 ６ 擁壁工 

（１）擁壁工 

（２）土留工（山腹基礎工） 

 

 ７ 治山ダム工 

（１）コンクリート谷止工 

（２）コンクリート床固工 



（３）間詰工 

（４）側壁工 

（５）副ダム工 

（６）垂直壁工 

（７）水叩工 

 

（ＩＣＴ活用工事の発注方式） 

第５ ＩＣＴ活用工事の発注方式は、受注者がＩＣＴ活用を希望し、受発注者間の協議が整っ

た場合にＩＣＴ活用工事を施工できる「受注者希望型」によるものとするが、工事内容及

び地域におけるＩＣＴ施工機器の普及状況等を勘案し決定する。 

なお、ＩＣＴ活用工事として発注していない工事において、受注者からの希望があり、

発注者との協議が整った場合は、ＩＣＴ活用工事として事後的に設定できるものとし、Ｉ

ＣＴ活用工事として設定した後は、受注者希望型と同様の取扱いとする。 

また、第２に掲げる各段階のうち、受注者が希望するもののみにおけるＩＣＴの活用を

認める。ただし、その場合においても第２の（２）、（４）及び（５）は必須とする。 

 

 （ＩＣＴ活用工事の実施方法） 

第６ ＩＣＴ活用工事の実施方法を次のとおり示す。 

 １ 発注における入札公告等 

対象工事の発注にあたっては、入札公告（指名通知）及び特記仕様書において、「ＩＣ

Ｔ活用工事」である旨を記載するものとする。 

  ＜入札公告（指名通知）の記載例＞ 

５ その他の事項 

   本工事は、ＩＴＣ活用工事（受注者希望型）の対象工事である。 

＜特記仕様書記載例＞ 

     別添－１に示す。 

 ２ 実施手続き 

   受注者は、ＩＣＴ活用工事を実施する希望がある場合は、施工計画書提出までに発注

者へ工事打合簿でＩＣＴ活用工事計画書（別添－２）及び内容等が確認できる資料を提

出し、受発注者間の協議が整った場合に、ＩＣＴ活用工事を実施することができるもの

とする。 

 ３ ＩＣＴ活用工事の実施フロー 

   ＩＣＴ活用工事の実施フロー（別添－３）を参考に、ＩＣＴ活用工事を実施する。 

 

 （工事成績評定における加点措置） 

第７ ＩＣＴ活用工事を実施した場合は、「創意工夫」の評定項目において次のとおり評価す

るものとする。 

 １ ＩＣＴ活用工事として第２に掲げる全ての段階（法面工においては、（３）を除く全て

の段階）でＩＣＴを活用した工事は、２点の加点とする。 

   なお、一つのＩＣＴ活用工事において、第４に掲げる複数の工種でＩＣＴ活用工事を実



施しても最大２点の加点とする。 

 ２ ＩＣＴ活用工事として第２に掲げる（１）から（５）までの一部でＩＣＴを活用した工

事は、１点の加点とする。 

 

 （施工管理、監督・検査の対応） 

第８ ＩＣＴ活用工事を実施するに当たっては、「３次元計測技術を用いた出来形管理基準要

領（案）及び各種「出来形管理の監督・検査要領（案）」等（別表１）にのっとり、監督

・検査を実施するものとし、監督員及び検査員は、受注者に従来手法との二重管理を求め

ないものとする。 

   また、監督・検査に係る機器（３次元データを閲覧可能なパソコン等）は受注者が準備

するものとする。 

 

 （工事費の積算） 

第９ 発注に際して、森林整備保全事業設計積算要領等（従来施工）に基づく積算を行い、契

約後、ＩＣＴ活用工事を実施することが受発注者間の協議で整った場合に、林野庁から発

出されている次の要領に基づく積算に落札率を乗じた価格により契約変更を行うものと

する。 

（１）森林整備保全事業ＩＣＴ活用工事（土工）試行積算要領 

（２）森林整備保全事業ＩＣＴ活用工事（土工1,000ｍ3未満）試行積算要領 

（３）森林整備保全事業ＩＣＴ活用工事（小規模土工）試行積算要領 

（４）森林整備保全事業ＩＣＴ活用工事（舗装工）試行積算要領 

（５）森林整備保全事業ＩＣＴ活用工事（作業土工(床掘)）試行積算要領 

（６）森林整備保全事業ＩＣＴ活用工事（付帯構造物設置工）試行積算要領 

（７）森林整備保全事業ＩＣＴ活用工事（法面工）試行積算要領 

（８）森林整備保全事業ＩＣＴ活用工事（擁壁工）試行積算要領 

（９）森林整備保全事業ＩＣＴ活用工事（治山ダム工）試行積算要領 

   なお、３次元起工測量経費及び３次元設計データ作成経費については、受注者に見積り

を求め、その内容を確認の上、設計変更するものとする。 

 

 （ＩＣＴ活用証明書の発行） 

第 10 ＩＣＴ活用工事を実施した工事には、工事執行機関の長から受注者にＩＣＴ活用証明

書（別記様式１）を発行する。 

なお、証明書の発行は、工事成績評定通知時に行う。 

 

（アンケート調査の協力） 

第 11 ＩＣＴ活用工事を実施した受注者は、ＩＣＴ活用工事の効果検証等に係るアンケート

調査に協力するものとする。 

 

 （その他） 

第 12 本要領によるＩＣＴ活用工事の実施にあたり疑義が生じた場合は、受発注者が協議し

た上で対応するものとする。 



 

附 則 

 （施行期日） 

この要領は、令和５年４月１日から施行する。 

 附 則 

この要領は、令和６年１０月１日から施行する。 

 附 則 

この要領は、令和７年１０月１日から施行する。 

 

＜注釈＞ 

（注１）ＩＣＴ ： 

    Information and Communication Technology の省略。「情報通信技術」 

（注２）ＴＳ ： 

        トータルステーション 

（注３）ＧＮＳＳ ： 

Global Navigation Satellite System の省略。「全球測位衛星システム」 

（注４）３次元マシンコントロール技術 ： 

        自動追尾式のＴＳやＧＮＳＳなどの位置計測装置を用いて建設機械の位置情報を計

測し、施工箇所の設計データと現地盤データとの差分に基づき、施工機械をリアルタ

イムに自動制御し施工を行う技術。 

（注５）３次元マシンガイダンス技術 ： 

        自動追尾式のＴＳやＧＮＳＳなどの位置計測装置を用いて建設機械の位置情報を計

測し、施工箇所の設計データと現地盤データとの差分をオペレーターに提供し、施工

機械の操作をサポートする技術。 

  



別表１ ＩＣＴ活用工事と適用工種（その１） 

 

※監督・検査施工管理に記載のある番号については、別表１ ＩＣＴ活用工事と適用工種（その２）を参照する。 



別表１ ＩＣＴ活用工事と適用工種（その２） 

 


